
 

 

 

 

岩手県地域公共交通活性化協議会の運営について 

 

 

 岩手県地域公共交通活性化協議会設置要綱第５条の規定

に基づき、岩手県地域公共交通活性化協議会の議事は、原則

公開とする。 

 また、議事録については、その要旨を、委員の確認を得た

のち、発言者氏名を除いて岩手県ホームページにおいて公開

することとする。 
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